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入札公告 

令和6年3月21日 

公益社団法人国民健康保険中央会 

 保健福祉部介護保険課 

 

 

１． 入札に付する業務 

国保中央会介護伝送ソフト（Ver．10）発送等業務 

 

２． 業務内容 

本会において作成する介護伝送ソフトを申込者へ提供するための発送準備、発送及び代金回

収業務等 

 

３． 契約期間 

契約を締結した日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４． 履行期限 

初回送付（令和６年４月）の配布期限は、令和６年４月２９日（金）必着とする。 

※仮に契約期間中に追加で配布が必要となった場合には、落札業者と協議の上、対応可能な

場合には、本調達の契約条件で対応すること。 

※送付用CDの提供日は契約時に別途調整する。 

※詳細及び初回送付以降の対応については仕様書に提示する。 

 

５． 作成、発送枚数等 

ＣＤ－ＲＯＭ等発送業務・・・各27,000件程度 

（初回発送：25,000件程度、初回以降（令和６年５月～令和９年３月）：2,000件程度） 

※詳細は、仕様書に提示する。 

 

６． 入札方法 

一般競争入札（最低価格落札方式）により落札業者（１社）を決定 

※詳細は、仕様書に提示する。 
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７． 参加資格要件 

 （１）国の一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一資格）を有する者 

 （２）経営不振の状態（会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てをしたとき、民事再生

法に基づき民事再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになった

とき等）にある企業でないこと 

 （３）過去1年間に脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたことがないこと 

 （４）過去１年間に重加算税を課され、又は徴収されていないこと 

 

８． 入札日時及び場所 

  日 時 ： 令和6年3月27日（水）13時30分 

  場 所 ： 全国町村会館 本館 ６階北 会議室（東京都千代田区永田町1-11-35） 

 

９． 入札の際の持参物 

（１）一般競争（指名競争）参加資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

（２）入札書（別添「入札書」様式に必要事項を記入、押印し、必ず封筒に封入して 

     持参すること） 

（３）委任状（代表者以外の出席の場合）※様式の指定なし（別添サンプル参照） 

（４）名刺（代理人が出席の場合は、代理人の名刺） 

 

１０．  仕様書の交付 

（１）申込期限：令和6年3月26日（火）10:00まで 

（申込のあった者から電子メールで順次送付する） 

（２）申込方法：電子メール（nyuusatsu2_kaigo@kokuho.or.jp） 

・件名は「国保中央会介護伝送ソフト（Ver．10）仕様書交付希望」とすること。 

・メール本文に①法人名②住所③電話番号④担当者名⑤電子メールアドレスを記載すること。 

・本件にかかる説明会は実施しない。 

・上記4.の参加資格要件を満たし、仕様書の交付を受けた者のみ入札への参加を認める。 

・入札を辞退する場合は、入札日前日の正午までに電子メールにて連絡すること。 

 

１１． 仕様書等に関する質問及び回答 

（１）質問期限：令和6年3月26日（火）正午まで 

（２）質問方法：電子メール（nyuusatsu2_kaigo@kokuho.or.jp） 

（３）回  答：電子メールにて随時回答 

※質問は電子メールにて行うこと。電話による質問は受け付けない。 
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１２． その他 

（１）仕様書等を通じて知り得た情報を第三者に漏洩しないこと。 

（２）積算、入札等に要した費用については、応札者の負担とすること。 

（３）落札者は本会との契約を要する。 

（４）本会との過去の契約において、正当な理由なく納期の遅延、納品物の瑕疵があった業者

は、参加を認めない場合がある。 

（５）落札後、本会との契約前に本業務履行に向けた詳細協議を行うこととする。詳細協議の

中で、落札業者の本業務履行能力に疑義が生じた場合には、契約不可能となる場合があ

る。 

（６）本会令和6年度予算承認（令和6年3月予定）されなかった場合、本案件の入札は無効

とする。 

（７）有効な入札書を提出した業者のうち、予定価格の制限範囲内の入札額を提示した業者で

あって、最も低い入札額で入札した業者を落札業者とする。 

（８）落札となるべき最も低い入札額で入札した業者が２社以上あるときは、当該業者にくじ

を引かせて落札業者を決定する。 

（９）第１回の入札で落札業者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。再度の入

札でも落札業者がいない場合には、入札額が最低価格の入札業者と協議を行うこととす

る。全ての入札業者が再入札を辞退した場合には、第１回の入札額が最低価格の入札業

者と協議を行うこととする。 

 

 


